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【手続補正書】
【提出日】平成22年12月10日(2010.12.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の他の局面において、発泡性処方物を調製する方法、発泡性処方物を用いて処置
する方法、および、発泡性処方物を含有するキットが提供される。
　本発明は、例えば以下の項目を提供する。
（項目１）
発泡性処方物であって、
　　ａ）約１０重量％～約６５重量％のフロルフェニコール；
　　ｂ）約２０重量％～約８０重量％のアルカリ成分；および
　　ｃ）約０重量％～約６０重量％の酸成分
を含み、該処方物が湿気の存在下発泡可能である、処方物。
（項目２）
前記フロルフェニコールが、前記処方物の約２０重量％～約５０重量％である、項目１に
記載の発泡性処方物。
（項目３）
前記フロルフェニコールが、前記処方物の約４０重量％～約５０重量％である、項目２に
記載の発泡性処方物。
（項目４）
前記アルカリ成分と酸成分の比が１：１より大きい、項目１に記載の発泡性処方物。
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（項目５）
前記アルカリ成分と酸成分の比が約１．１：１～約１．５：１である、項目４に記載の発
泡性処方物。
（項目６）
前記アルカリ成分が、前記処方物の約２０重量％～約５０重量％である、項目１に記載の
発泡性処方物。
（項目７）
前記アルカリ成分が、前記処方物の約３０重量％～約４５重量％である、項目６に記載の
発泡性処方物。
（項目８）
前記酸成分が、前記処方物の約２０重量％～約４０重量％である、項目１に記載の発泡性
処方物。
（項目９）
前記酸成分が、前記処方物の約３０重量％～約４０重量％である、項目８に記載の発泡性
処方物。
（項目１０）
前記アルカリ成分が、炭酸塩または炭酸水素塩である、項目１に記載の発泡性処方物。
（項目１１）
前記アルカリ成分が、炭酸水素カリウム、炭酸カルシウム、炭酸水素ナトリウム、および
これらの混合物からなる群から選択される、項目１０に記載の発泡性処方物。
（項目１２）
前記アルカリ成分が、炭酸水素ナトリウムである、項目１１に記載の発泡性処方物。
（項目１３）
前記酸成分が、クエン酸、酒石酸、リンゴ酸、フマル酸、アジピン酸、シュウ酸、スルフ
ァミン酸、およびこれらの混合物からなる群から選択される、項目１に記載の発泡性処方
物。
（項目１４）
前記酸成分が、クエン酸、酒石酸、およびこれらの混合物からなる群から選択される、項
目１３に記載の発泡性処方物。
（項目１５）
保存剤、抗酸化剤、安定剤、着色剤、甘味剤、矯味矯臭剤、結合剤、希釈剤、滑沢剤、界
面活性剤、溶媒、充填剤、およびこれらの混合物からなる群の一部をさらに含む、項目１
に記載の発泡性処方物。
（項目１６）
前記結合剤がＰＶＰ３０である、項目１５に記載の発泡性処方物。
（項目１７）
前記結合剤が約２重量％～約２０重量％の範囲の量で存在する、項目１５に記載の発泡性
処方物。
（項目１８）
第二薬学的活性組成物をさらに含む、項目１に記載の発泡性処方物。
（項目１９）
前記第二薬学的活性組成物がフルニキシンである、項目１８に記載の発泡性処方物。
（項目２０）
前記第二薬学的活性組成物がＣＯＸ－２インヒビターである、項目１８に記載の発泡性処
方物。
（項目２１）
前記第二薬学的活性組成物がアベルメクチンである、項目１８に記載の発泡性処方物。
（項目２２）
細菌感染を処置または予防する方法であって、
　　項目１に記載の発泡性処方物の十分量を水へ導入する工程、および、該発泡性処方物
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および水の導入から生じる生成物の治療または予防有効量を、該処置または予防を必要と
する動物へ投与する工程、
を包含する方法。
（項目２３）
前記動物へ投与されるフロルフェニコールの濃度が、約０．０１ｍｇ／ｍＬ～約０．２ｍ
ｇ／ｍＬである、項目１７に記載の方法。
（項目２４）
細菌感染の処置または予防を必要とする動物における細菌感染を処置または予防するため
のキットであって、項目１に記載の発泡性処方物の十分量、および、該処置または予防を
必要とする動物に与えられる飲料水へ該発泡性処方物を導入するための指示を含む、キッ
ト。
（項目２５）
発泡性処方物であって、
　　ａ）約２０重量％のフロルフェニコール；
　　ｂ）約４１重量％のアルカリ成分；および
　　ｃ）約３６重量％の酸成分
を含み、該処方物が湿気の存在下発泡可能である、処方物。
 
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
発泡性処方物であって、
　　ａ）約１０重量％～約６５重量％のフロルフェニコール；
　　ｂ）約２０重量％～約８０重量％のアルカリ成分；および
　　ｃ）約０重量％～約６０重量％の酸成分
を含み、該処方物が湿気の存在下発泡可能である、処方物。
【請求項２】
前記フロルフェニコールが、前記処方物の約２０重量％～約５０重量％である、請求項１
に記載の発泡性処方物。
【請求項３】
前記フロルフェニコールが、前記処方物の約４０重量％～約５０重量％である、請求項２
に記載の発泡性処方物。
【請求項４】
前記アルカリ成分と酸成分の比が１：１より大きい、請求項１に記載の発泡性処方物。
【請求項５】
前記アルカリ成分と酸成分の比が約１．１：１～約１．５：１である、請求項４に記載の
発泡性処方物。
【請求項６】
前記アルカリ成分が、前記処方物の約２０重量％～約５０重量％である、請求項１に記載
の発泡性処方物。
【請求項７】
前記アルカリ成分が、前記処方物の約３０重量％～約４５重量％である、請求項６に記載
の発泡性処方物。
【請求項８】
前記酸成分が、前記処方物の約２０重量％～約４０重量％である、請求項１に記載の発泡
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性処方物。
【請求項９】
前記酸成分が、前記処方物の約３０重量％～約４０重量％である、請求項８に記載の発泡
性処方物。
【請求項１０】
前記アルカリ成分が、炭酸塩または炭酸水素塩である、請求項１に記載の発泡性処方物。
【請求項１１】
前記アルカリ成分が、炭酸水素カリウム、炭酸カルシウム、炭酸水素ナトリウム、および
これらの混合物からなる群から選択される、請求項１０に記載の発泡性処方物。
【請求項１２】
前記アルカリ成分が、炭酸水素ナトリウムである、請求項１１に記載の発泡性処方物。
【請求項１３】
前記酸成分が、クエン酸、酒石酸、リンゴ酸、フマル酸、アジピン酸、シュウ酸、スルフ
ァミン酸、およびこれらの混合物からなる群から選択される、請求項１に記載の発泡性処
方物。
【請求項１４】
前記酸成分が、クエン酸、酒石酸、およびこれらの混合物からなる群から選択される、請
求項１３に記載の発泡性処方物。
【請求項１５】
保存剤、抗酸化剤、安定剤、着色剤、甘味剤、矯味矯臭剤、結合剤、希釈剤、滑沢剤、界
面活性剤、溶媒、充填剤、およびこれらの混合物からなる群の一部をさらに含む、請求項
１に記載の発泡性処方物。
【請求項１６】
前記結合剤がＰＶＰ３０である、請求項１５に記載の発泡性処方物。
【請求項１７】
前記結合剤が約２重量％～約２０重量％の範囲の量で存在する、請求項１５に記載の発泡
性処方物。
【請求項１８】
第二薬学的活性組成物をさらに含む、請求項１に記載の発泡性処方物。
【請求項１９】
前記第二薬学的活性組成物がフルニキシンである、請求項１８に記載の発泡性処方物。
【請求項２０】
前記第二薬学的活性組成物がＣＯＸ－２インヒビターである、請求項１８に記載の発泡性
処方物。
【請求項２１】
前記第二薬学的活性組成物がアベルメクチンである、請求項１８に記載の発泡性処方物。
【請求項２２】
細菌感染を処置または予防する方法であって、
　請求項１に記載の発泡性処方物の十分量を水へ導入する工程、および、該発泡性処方物
および水の導入から生じる生成物の治療または予防有効量を、該処置または予防を必要と
する非ヒト動物へ投与する工程、
を包含する方法。
【請求項２３】
前記非ヒト動物へ投与されるフロルフェニコールの濃度が、約０．０１ｍｇ／ｍＬ～約０
．２ｍｇ／ｍＬである、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
細菌感染の処置または予防を必要とする動物における細菌感染を処置または予防するため
のキットであって、請求項１に記載の発泡性処方物の十分量、および、該処置または予防
を必要とする動物に与えられる飲料水へ該発泡性処方物を導入するための指示を含む、キ
ット。
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【請求項２５】
発泡性処方物であって、
　　ａ）約２０重量％のフロルフェニコール；
　　ｂ）約４１重量％のアルカリ成分；および
　　ｃ）約３６重量％の酸成分
を含み、該処方物が湿気の存在下発泡可能である、処方物。


	header
	written-amendment

